
        

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

  

令

和

七

年

七

月

一

日

 

  

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

号

 

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

十

三

条

第

四

項

第

二

号

中

「

及

び

第

十

六

条

」

を

「

、

第

十

六

条

及

び

第

十

六

条

の

三

」

に

改

め

、

同

項

中

第

八

号

を

第

九

号

と

し

、

第

七

号

を

第

八

号

と

し

、

第

六

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

七

 

育

児

休

業

法

第

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

部

分

休

業

を

承

認

さ

れ

て

勤

務

し

な

か

つ

た

期

間

 

第

十

三

条

の

五

第

六

項

中

「

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

三

年

法

律

第

百

十

号

。

以

下

「

育

児

休

業

法

」

と

い

う

。

）

」

を

「

育

児

休

業

法

」

に

改

め

る

。

 

第

二

十

五

条

第

十

二

項

中

「

、

正

規

の

勤

務

時

間

の

始

め

又

は

終

わ

り

に

お

い

て

」

及

び

た

だ

し

書

を

削

る

。

 

第

二

十

五

条

の

二

第

二

項

中

「

、

正

規

の

勤

務

時

間

の

始

め

又

は

終

わ

り

に

」

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

こ

の

項

及

び

次

条

第

三

項

に

お

い

て

「

育

児

部

分

休

業

」

を

「

「

第

一

号

部

分

休

業

」

に

、

「

次

条

第

三

項

に

お

い

て

「

高

齢

者

部

分

休

業

」

を

「

次

条

第

六

項

に

お

い

て

「

高

齢

者

部

分

休

業

」

に

、

「

次

条

第

三

項

に

お

い

て

「

育

児

時

間

」

を

「

次

条

第

六

項

に

お

い

て

「

育

児

時

間

」

に

、

「

条

例

第

十

六

条

の

三

第

一

項

」

を

「

次

条

第

五

項

」

に

、

「

子

育

て

部

分

休

暇

（

以

- 1 -



下

こ

の

項

に

お

い

て

「

子

育

て

部

分

休

暇

」

と

い

う

。

）

」

を

「

第

一

号

子

育

て

部

分

休

暇

」

に

、

「

育

児

部

分

休

業

、

高

齢

者

部

分

休

業

、

育

児

時

間

又

は

子

育

て

部

分

休

暇

」

を

「

当

該

第

一

号

部

分

休

業

、

当

該

高

齢

者

部

分

休

業

、

当

該

育

児

時

間

又

は

当

該

第

一

号

子

育

て

部

分

休

暇

」

に

改

め

る

。

 

第

二

十

五

条

の

三

第

二

項

か

ら

第

四

項

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

２

 

子

育

て

部

分

休

暇

の

申

請

を

し

よ

う

と

す

る

職

員

は

、

毎

年

四

月

一

日

か

ら

翌

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

期

間

ご

と

に

、

あ

ら

か

じ

め

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

範

囲

内

の

う

ち

い

ず

れ

の

範

囲

内

で

当

該

期

間

に

お

け

る

子

育

て

部

分

休

暇

を

申

請

す

る

か

を

任

命

権

者

に

申

し

出

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

一

日

に

つ

き

二

時

間

を

超

え

な

い

範

囲

内

 

二

 

一

年

に

つ

き

七

十

七

時

間

三

十

分

を

超

え

な

い

範

囲

内

 

３

 

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

出

（

以

下

「

第

二

項

申

出

」

と

い

う

。

）

を

し

た

職

員

は

、

配

偶

者

等

が

負

傷

又

は

疾

病

に

よ

り

入

院

し

た

こ

と

、

配

偶

者

等

と

別

居

し

た

こ

と

そ

の

他

当

該

申

出

時

に

予

測

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

つ

た

事

実

が

生

じ

た

こ

と

に

よ

り

当

該

申

出

内

容

の

変

更

（

以

下

「

第

三

項

変

更

」

と

い

う

。

）

を

し

な

け

れ

ば

当

該

職

員

の

子

の

養

育

に

著

し

い

支

障

が

生

じ

る

と

任

命

権

者

が

認

め

る

場

合

に

限

り

、

当

該

申

出

の

内

容

を

変

更

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

４

 

第

二

項

申

出

を

し

た

職

員

は

、

当

該

申

出

を

し

た

範

囲

内

（

第

三

項

変

更

を

し

た

場

合

に

あ

- 2 -



つ

て

は

、

そ

の

変

更

後

の

範

囲

内

）

に

お

い

て

、

子

育

て

部

分

休

暇

を

申

請

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
 

第

二

十

五

条

の

三

中

第

九

項

を

第

十

六

項

と

し

、

同

条

第

八

項

第

二

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

二

 

職

員

が

第

三

項

変

更

を

し

た

と

き

。

 

第

二

十

五

条

の

三

第

八

項

第

三

号

を

削

り

、

同

項

を

同

条

第

十

五

項

と

し

、

同

条

中

第

七

項

を

第

十

四

項

と

し

、

第

六

項

を

第

十

二

項

と

し

、

同

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

任

命

権

者

は

、

次

に

掲

げ

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

子

育

て

部

分

休

暇

に

つ

い

て

、

承

認

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

 

一

 

第

二

号

部

分

休

業

に

係

る

申

出

（

申

出

内

容

の

変

更

に

よ

る

場

合

を

含

む

。

）

を

し

て

い

る

職

員

に

つ

い

て

、

第

一

号

子

育

て

部

分

休

暇

の

申

請

が

あ

つ

た

場

合

 

二

 

第

一

号

部

分

休

業

に

係

る

申

出

（

申

出

内

容

の

変

更

に

よ

る

場

合

を

含

む

。

）

を

し

て

い

る

職

員

に

つ

い

て

、

第

二

号

子

育

て

部

分

休

暇

の

申

請

が

あ

つ

た

場

合

 

第

二

十

五

条

の

三

第

五

項

中

「

は

、

こ

れ

を

利

用

す

る

日

の

前

日

ま

で

に

」

を

「

、

第

二

項

申

出

及

び

第

三

項

変

更

は

、

」

に

改

め

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

子

育

て

部

分

休

暇

を

利

用

す

る

日

の

前

日

ま

で

に

子

育

て

部

分

休

暇

承

認

申

請

書

」

を

「

子

育

て

部

分

休

暇

簿

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

十

項

と

し

、

同

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。
 

 

子

育

て

部

分

休

暇

の

申

請

は

、

こ

れ

を

利

用

す

る

日

の

前

日

ま

で

に

行

う

も

の

と

す

る

。

 

第

二

十

五

条

の

三

第

四

項

の

次

に

次

の

五

項

を

加

え

る

。

 

1 3  1 1  
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５
 

第

二

項

第

一

号

に

掲

げ

る

範

囲

内

で

申

請

す

る

子

育

て

部

分

休

暇

（

以

下

「

第

一

号

子

育

て

部

分

休

暇

」

と

い

う

。

）

の

承

認

は

、

三

十

分

を

単

位

と

し

て

行

う

も

の

と

す

る

。

 

６

 

第

一

号

部

分

休

業

、

高

齢

者

部

分

休

業

、

育

児

時

間

又

は

条

例

第

十

六

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

介

護

時

間

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

介

護

時

間

」

と

い

う

。

）

の

承

認

を

受

け

て

勤

務

し

な

い

職

員

に

対

す

る

第

一

号

子

育

て

部

分

休

暇

の

承

認

に

つ

い

て

は

、

一

日

に

つ

き

二

時

間

か

ら

当

該

第

一

号

部

分

休

業

、

当

該

高

齢

者

部

分

休

業

、

当

該

育

児

時

間

又

は

当

該

介

護

時

間

の

承

認

を

受

け

て

勤

務

し

な

い

時

間

を

減

じ

た

時

間

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

行

う

も

の

と

す

る

。

 

７

 

第

二

項

第

二

号

に

掲

げ

る

範

囲

内

で

申

請

す

る

子

育

て

部

分

休

暇

（

以

下

「

第

二

号

子

育

て

部

分

休

暇

」

と

い

う

。

）

の

承

認

は

、

一

時

間

を

単

位

と

し

て

行

う

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

時

間

数

の

第

二

号

子

育

て

部

分

休

暇

を

承

認

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

一

 

一

回

の

勤

務

に

係

る

日

ご

と

の

勤

務

時

間

に

分

を

単

位

と

し

た

時

間

が

あ

る

場

合

で

あ

つ

て

、

当

該

勤

務

時

間

の

全

て

に

つ

い

て

申

請

が

あ

つ

た

と

き

 

当

該

勤

務

時

間

の

時

間

数

 

二

 

第

二

号

子

育

て

部

分

休

暇

の

残

時

間

数

に

一

時

間

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

で

あ

つ

て

、

当

該

残

時

間

数

の

全

て

に

つ

い

て

申

請

が

あ

つ

た

と

き

 

当

該

残

時

間

数

 

８

 

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

第

十

五

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

部

分

休

業

（

以

下

「

第

二

号

部

分

休

業

」

と

い

う

。

）

の

承

認

を

受

け

て

勤

務

し

な

い

時

間

が

あ

る

職

員

に

対

- 4 -



す

る

第

二

号

子

育

て

部

分

休

暇

の

承

認

に

つ

い

て

は

、

第

二

項

第

二

号

に

掲

げ

る

時

間

か

ら

、

当

該

第

二

号

部

分

休

業

の

承

認

を

受

け

て

勤

務

し

な

い

時

間

を

減

じ

た

時

間

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

行

う

も

の

と

す

る

。

 

９

 

任

命

権

者

は

、

子

育

て

部

分

休

暇

に

つ

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

各

号

に

係

る

証

明

書

等

の

提

出

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

一

 

養

育

を

必

要

と

す

る

事

由

を

確

認

す

る

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

 

二

 

第

二

項

申

出

時

に

予

測

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

つ

た

事

実

が

生

じ

た

こ

と

に

よ

り

第

三

項

変

更

を

し

な

け

れ

ば

当

該

子

育

て

部

分

休

暇

に

係

る

子

の

養

育

に

著

し

い

支

障

が

生

じ

る

か

否

か

を

判

断

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

 

第

二

十

五

条

の

七

の

次

に

次

の

見

出

し

及

び

七

条

を

加

え

る

。

 

（

妊

娠

、

出

産

等

に

つ

い

て

の

申

出

を

し

た

職

員

に

対

す

る

意

向

確

認

等

）

 

第

二

十

五

条

の

八

 

条

例

第

十

六

条

の

六

第

一

項

第

一

号

の

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

制

度

又

は

措

置

（

以

下

「

出

生

時

両

立

支

援

制

度

等

」

と

い

う

。

）

は

、

次

に

掲

げ

る

制

度

又

は

措

置

と

す

る

。

 

一

 

育

児

短

時

間

勤

務

 

二

 

育

児

休

業

法

第

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

部

分

休

業

 

三

 

条

例

第

九

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

深

夜

勤

務

の

制

限

 

四

 

条

例

第

九

条

の

三

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

超

過

勤

務

の

免

除
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五
 

条

例

第

九

条

の

四

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

超

過

勤

務

の

制

限

 
六

 

条

例

第

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

育

児

時

間

 
七

 
条

例

第

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

出

産

支

援

休

暇

 

八

 

条

例

第

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

子

の

看

護

等

休

暇

 

九

 

条

例

第

十

六

条

の

三

に

規

定

す

る

子

育

て

部

分

休

暇

 

十

 

第

五

条

の

二

第

二

項

第

一

号

に

掲

げ

る

場

合

の

条

例

第

六

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

休

憩

時

間

の

短

縮

 

第

二

十

五

条

の

九

 

条

例

第

十

六

条

の

六

第

一

項

第

一

号

の

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

事

項

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

と

す

る

。
 

一

 

出

生

時

両

立

支

援

制

度

等
 

二

 

出

生

時

両

立

支

援

制

度

等

の

請

求

先

、

申

告

先

又

は

申

請

先

 

三

 

地

方

公

務

員

等

共

済

組

合

法

第

七

十

条

の

五

第

一

項

に

規

定

す

る

育

児

時

短

勤

務

手

当

金

そ

の

他

こ

れ

に

相

当

す

る

給

付

に

関

す

る

必

要

な

事

項

 

第

二

十

五

条

の

十

 

条

例

第

十

六

条

の

六

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

、

職

員

に

対

し

て

こ

れ

ら

の

項

の

各

号

に

掲

げ

る

措

置

を

講

じ

る

場

合

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

い

ず

れ

か

の

方

法

（

第

三

号

に

掲

げ

る

方

法

に

つ

い

て

は

、

当

該

職

員

が

希

望

す

る

場

合

に

限

る

。

）

に

よ

つ

て

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

一

 

面

談

に

よ

る

方

法
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二
 

書

面

を

交

付

す

る

方

法

 
三

 

電

子

メ

ー

ル

等

の

送

信

に

よ

る

方

法

（

当

該

職

員

が

当

該

電

子

メ

ー

ル

等

の

記

録

を

出

力

す

る

こ

と

に

よ

り

書

面

を

作

成

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

に

限

る

。

）

 

第

二

十

五

条

の

十

一

 

条

例

第

十

六

条

の

六

第

一

項

第

三

号

及

び

第

二

項

第

三

号

の

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

事

項

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

と

す

る

。

 

一

 

始

業

又

は

終

業

の

時

刻

 

二

 

勤

務

の

場

所

 

三

 

業

務

量

の

調

整

 

四

 

前

三

号

に

掲

げ

る

事

項

の

ほ

か

、

任

命

権

者

が

別

に

定

め

る

事

項

 

第

二

十

五

条

の

十

二

 

条

例

第

十

六

条

の

六

第

二

項

の

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

期

間

は

、

三

歳

に

満

た

な

い

子

を

養

育

す

る

職

員

の

子

が

、

一

歳

十

一

月

に

達

す

る

日

の

翌

々

日

か

ら

二

歳

十

一

月

に

達

す

る

日

の

翌

日

ま

で

の

一

年

間

と

す

る

。

 

第

二

十

五

条

の

十

三

 

条

例

第

十

六

条

の

六

第

二

項

第

一

号

の

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

制

度

又

は

措

置

（

以

下

「

育

児

期

両

立

支

援

制

度

等

」

と

い

う

。

）

は

、

次

に

掲

げ

る

制

度

又

は

措

置

と

す

る

。

 

一

 

育

児

短

時

間

勤

務

 

二

 

育

児

休

業

法

第

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

部

分

休

業

 

三

 

条

例

第

九

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

深

夜

勤

務

の

制

限
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四
 

条

例

第

九

条

の

三

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

超

過

勤

務

の

免

除

 
五

 

条

例

第

九

条

の

四

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

超

過

勤

務

の

制

限

 
六

 
条

例

第

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

子

の

看

護

等

休

暇

 

七

 

条

例

第

十

六

条

の

三

に

規

定

す

る

子

育

て

部

分

休

暇

 

八

 

第

五

条

の

二

第

二

項

第

一

号

に

掲

げ

る

場

合

の

条

例

第

六

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

休

憩

時

間

の

短

縮

 

第

二

十

五

条

の

十

四

 
条

例

第

十

六

条

の

六

第

二

項

第

一

号

の

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

事

項

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

と

す

る

。

 

一

 

育

児

期

両

立

支

援

制

度

等

 

二

 

育

児

期

両

立

支

援

制

度

等

の

請

求

先

、

申

告

先

又

は

申

請

先

 

別

記

第

五

号

の

三

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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申
出

対
象

期
間

所
属

続
柄

等
生

年
月

日

○
○

年
○

○
月

○
○

日

申
出

の
内

容
 
(
①

又
は

②
を

記
入

)

変
更

後
の

内
容

 
(
①

又
は

②
を

記
入

)
変

更
が

必
要

な
事

情
特

別
の

事
情

の
有

無
 
(
有

又
は

無
を

記
入

)
係

長
印

承
認

権
者

印

変
更

後
の

内
容

 
(
①

又
は

②
を

記
入

)
変

更
が

必
要

な
事

情
特

別
の

事
情

の
有

無
 
(
有

又
は

無
を

記
入

)
係

長
印

承
認

権
者

印

４
 
備

 
考

３
 
変

更
（

第
１

回
目

）

変
更

月
日

　
　

　
月

　
　

　
日

３
 
変

更
（

第
２

回
目

）

変
更

月
日

　
　

　
月

　
　

　
日

(
注

)
　

第
１

号
子

育
て

部
分

休
暇

の
申

請
は

別
紙

１
、

第
２

号
子

育
て

部
分

休
暇

の
申

請
は

別
紙

２
を

用
い

る
こ

と
。

氏
名

１
 
申

請
に

係
る

子

氏
名

２
 
申

出

申
出

月
日

※
申

出
の

内
容

（
変

更
後

の
内

容
も

共
通

）
①

 
１

日
に

つ
き

２
時

間
を

超
え

な
い

範
囲

内
 
（

第
１

号
子

育
て

部
分

休
暇

）
②

 
１

年
に

つ
き

規
則

で
定

め
る

時
間

（
1
0
日

相
当

）
を

超
え

な
い

範
囲

内
（

第
２

号
子

育
て

部
分

休
暇

）
　

　
　

月
　

　
　

日

第
５

号
の

３
様

式
（

第
2
5
条

の
３

関
係

）

子
 
育

 
て

 
部

 
分

 
休

 
暇

 
簿

　
　

　
年

度
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別
紙

１

※

毎
日
／
 
曜
日

等
申
請

者
印

係
長
印

承
認
権
者
印

1
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

2
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

3
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

4
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

5
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

6
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

7
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

8
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

9
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

10
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

第
１

号
子

育
て

部
分

休
暇

の
申

請
の

場
合

年
度

整
理
番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
子

育
て

部
分

休
暇

の
申

請
を

す
る

期
間

※ 
 
申

請
月

日

承
　

　
　

認
出
勤
簿

整
　
理

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

(
職
員
は
※
印
の
欄
を
記
入
の
上
、
申
請
者
印
の
欄
に
押
印
す
る
。
)

月
　

　
　
日

時
　

　
　

間

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

備
 
考
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別
紙

２

※

申
請
者
印

係
長
印

承
認
権
者
印

1
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

2
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

3
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

4
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

5
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

6
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

7
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

8
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

9
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

10
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

第
２

号
子

育
て

部
分

休
暇

の
申

請
の

場
合

年
度

第
２

号
子

育
て

部
分

休
暇

の
時

間
数

　
　

　
　

　
　

　
　

時
間

　
　

　
　

　
　

　
分

整
理
番
号

　
　

　
　

　
　

子
育

て
部

分
休

暇
の

申
請

を
す

る
期

間
※ 
申

請
時

間
数

※ 
 
残

時
間

数

※ 
 
申

請
月

日

(
職
員
は
※
印
の
欄
を
記
入
の
上
、
申
請
者
印
の
欄
に
押
印
す
る
。
)

出
勤
簿

整
　
理

備
 
考

月
　

　
　

日
時

　
　

　
間

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

承
　

　
　

認

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら
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付

 

則

 
（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

施

行

前

の

準

備

）

 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

第

二

十

五

条

の

三

の

規

定

に

よ

る

子

育

て

部

分

休

暇

の

申

出

及

び

当

該

申

出

内

容

の

変

更

並

び

に

申

請

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。
 

 

（

経

過

措

置

）

 

３

 

改

正

後

の

規

則

第

二

十

五

条

の

三

第

二

項

第

二

号

に

掲

げ

る

範

囲

内

に

お

い

て

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

か

ら

令

和

八

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

お

け

る

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

四

号

）

第

十

六

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る

子

育

て

部

分

休

暇

の

申

請

を

す

る

場

合

に

お

け

る

同

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

号

中

「

七

十

七

時

間

三

十

分

」

と

あ

る

の

は

「

三

十

八

時

間

四

十

五

分

」

と

す

る

。
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職

員

の

高

齢

者

部

分

休

業

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

  

令

和

七

年

七

月

一

日

 

  

東

京

都

北

区

長
 

 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

一

号

 

職

員

の

高

齢

者

部

分

休

業

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
職

員

の

高

齢

者

部

分

休

業

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

令

和

五

年

十

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

第

二

項

中

「

、

正

規

の

勤

務

時

間

の

始

め

又

は

終

わ

り

に

お

い

て

」

を

削

り

、

同

条

第

三

項

を

削

り

、

同

条

第

四

項

中

「

育

児

部

分

休

業

」

」

を

「

第

一

号

部

分

休

業

」

」

に

、

「

勤

務

時

間

条

例

第

十

六

条

の

三

第

一

項

」

を

「

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

九

号

）

第

二

十

五

条

の

三

第

五

項

」

に

、

「

幼

稚

園

教

育

職

員

勤

務

時

間

条

例

第

十

八

条

の

三

第

一

項

」

を

「

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

教

育

委

員

会

規

則

第

十

五

号

）

第

三

十

条

の

三

第

五

項

」

に

、

「

子

育

て

部

分

休

暇

」

を

「

第

一

号

子

育

て

部

分

休

暇

」

に

、

「

育

児

部

分

休

業

、

」

を

「

当

該

第

一

号

部

分

休

業

、

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

三

項

と

し

、

同

条

第

五

項

を

同

条

第

四

項

と

す

る

。
 

付

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

  

令

和

七

年

七

月

一

日

 

  

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

二

号

 

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

令

和

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

十

三

条

第

七

項

第

二

号

中

「

及

び

第

二

十

八

条

」

を

「

、

第

二

十

八

条

及

び

第

三

十

一

条

の

二

」

に

改

め

、

同

項

中

第

六

号

を

第

七

号

と

し

、

第

五

号

を

第

六

号

と

し

、

第

四

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

五

 

育

児

休

業

法

第

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

部

分

休

業

を

承

認

さ

れ

て

勤

務

し

な

か

つ

た

期

間

 

第

二

十

八

条

第

四

項

中

「

、

申

請

す

る

当

該

職

員

に

つ

い

て

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

の

始

め

又

は

終

わ

り

に

お

い

て

」

及

び

た

だ

し

書

を

削

る

。

 

第

三

十

条

第

二

項

中

「

、

申

請

す

る

会

計

年

度

任

用

職

員

に

つ

い

て

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

の

始

め

又

は

終

わ

り

に

お

い

て

」

を

削

り

、

「

基

準

時

間

）

」

を

「

基

準

時

間

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

規

定

す

る

部

分

休

業

」

の

下

に

「

（

以

下

「

第

一

号

部

分

休

業

」

と

い

う

。

）

」

を

加

え

、

「

第

三

十

一

条

の

二

第

一

項

」

を

「

第

三

十

一

条

の

二

第

五

項

」

に

、

「

子

育

て

部

分

休

暇

」

を

「

第

一

号

子

育

て

部

分

休

暇

」

に

、

「

当

該

部

分

休

業

」

を

「

当

該

第

一

号

部

分

休

業

」

に

改

め

る

。
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第

三

十

一

条

の

二

第

一

項

中

「

一

部

」

を

「

全

部

又

は

一

部

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

２

 

子

育

て

部

分

休

暇

の

申

請

を

し

よ

う

と

す

る

会

計

年

度

任

用

職

員

は

、

毎

年

四

月

一

日

か

ら

翌

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

期

間

ご

と

に

、

あ

ら

か

じ

め

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

範

囲

内

の

う

ち

い

ず

れ

の

範

囲

内

で

当

該

期

間

に

お

け

る

子

育

て

部

分

休

暇

を

申

請

す

る

か

を

任

命

権

者

に

申

し

出

る

も

の

と

す

る

。

 

 

一

 

一

日

に

つ

き

基

準

時

間

を

超

え

な

い

範

囲

内

 

 

二

 

一

年

に

つ

き

当

該

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

日

一

日

当

た

り

の

平

均

勤

務

時

間

（

全

勤

務

日

の

勤

務

時

間

の

合

計

を

当

該

全

勤

務

日

の

日

数

で

除

し

て

得

た

時

間

（

そ

の

時

間

に

一

分

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

こ

れ

を

切

り

捨

て

た

時

間

）

を

い

う

。

）

に

十

を

乗

じ

て

得

た

時

間

を

超

え

な

い

範

囲

内

 

 

第

三

十

一

条

の

二

第

五

項

中

「

第

二

十

五

条

の

三

第

五

項

か

ら

第

九

項

ま

で

」

を

「

第

二

十

五

条

の

三

第

十

項

か

ら

第

十

六

項

ま

で

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

十

項

と

し

、

同

条

第

四

項

中

「

、

養

育

を

必

要

と

す

る

事

由

を

確

認

す

る

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

」

を

「

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

当

該

各

号

に

係

る

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

 

一

 

養

育

を

必

要

と

す

る

事

由

を

確

認

す

る

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

 

二

 

第

二

項

申

出

時

に

予

測

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

事

実

が

生

じ

た

こ

と

に

よ

り

第

三

項

変

更

を

し

な

け

れ

ば

当

該

子

育

て

部

分

休

暇

に

係

る

子

の

養

育

に

著

し

い

支

障

が

生

じ

る

か
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否

か

を

判

断

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

 
第

三

十

一

条

の

二

中

第

四

項

を

第

九

項

と

し

、

同

条

第

三

項

中

「

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

第

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

部

分

休

業

」

を

「

第

一

号

部

分

休

業

」

に

、

「

子

育

て

部

分

休

暇

」

を

「

第

一

号

子

育

て

部

分

休

暇

」

に

、

「

部

分

休

業

の

」

を

「

第

一

号

部

分

休

業

の

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

六

項

と

し

、

同

項

の

次

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

 

７

 

第

二

項

第

二

号

に

掲

げ

る

範

囲

内

で

申

請

す

る

子

育

て

部

分

休

暇

（

以

下

「

第

二

号

子

育

て

部

分

休

暇

」

と

い

う

。

）

の

承

認

は

、

一

時

間

を

単

位

と

し

て

行

う

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

時

間

数

の

第

二

号

子

育

て

部

分

休

暇

を

承

認

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

一

 

一

回

の

勤

務

に

係

る

日

ご

と

の

勤

務

時

間

に

分

を

単

位

と

し

た

時

間

が

あ

る

場

合

で

あ

っ

て

、

当

該

勤

務

時

間

の

全

て

に

つ

い

て

申

請

が

あ

っ

た

と

き

 

当

該

勤

務

時

間

の

時

間

数

 

 

二

 

第

二

号

子

育

て

部

分

休

暇

の

残

時

間

数

に

一

時

間

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

で

あ

っ

て

、

当

該

残

時

間

数

の

全

て

に

つ

い

て

申

請

が

あ

っ

た

と

き

 

当

該

残

時

間

数

 

８

 

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

第

十

五

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

部

分

休

業

（

以

下

「

第

二

号

部

分

休

業

」

と

い

う

。

）

の

承

認

を

受

け

て

勤

務

し

な

い

時

間

が

あ

る

会

計

年

度

任

用

職

員

に

対

す

る

第

二

号

子

育

て

部

分

休

暇

の

承

認

に

つ

い

て

は

、

第

二

項

第

二

号

に

掲

げ

る

時

間

か

ら

、

当

該

第

二

号

部

分

休

業

の

承

認

を

受

け

て

勤

務

し

な

い

時

間

を

減

じ

た

時

間

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

行

う

も

の

と

す

る

。
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第

三

十

一

条

の

二

第

二

項

の

次

に

次

の

三

項

を

加

え

る

。

 
３

 
前

項

の

規

定

に

よ

る

申

出

（

以

下

「

第

二

項

申

出

」

と

い

う

。

）

を

し

た

会

計

年

度

任

用

職

員

は

、

配

偶

者

等

が

負

傷

又

は

疾

病

に

よ

り

入

院

し

た

こ

と

、

配

偶

者

等

と

別

居

し

た

こ

と

そ

の

他

当

該

申

出

時

に

予

測

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

事

実

が

生

じ

た

こ

と

に

よ

り

当

該

申

出

内

容

の

変

更

（

以

下

「

第

三

項

変

更

」

と

い

う

。

）

を

し

な

け

れ

ば

当

該

会

計

年

度

任

用

職

員

の

子

の

養

育

に

著

し

い

支

障

が

生

じ

る

と

任

命

権

者

が

認

め

る

場

合

に

限

り

、

当

該

申

出

の

内

容

を

変

更

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

４

 

第

二

項

申

出

を

し

た

会

計

年

度

任

用

職

員

は

、

当

該

申

出

を

し

た

範

囲

内

（

第

三

項

変

更

を

し

た

場

合

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

変

更

後

の

範

囲

内

）

に

お

い

て

、

子

育

て

部

分

休

暇

を

申

請

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

５

 

第

二

項

第

一

号

に

掲

げ

る

範

囲

内

で

申

請

す

る

子

育

て

部

分

休

暇

（

以

下

「

第

一

号

子

育

て

部

分

休

暇

」

と

い

う

。

）

の

承

認

は

、

三

十

分

を

単

位

と

し

て

行

う

も

の

と

す

る

。

 

第

三

十

一

条

の

三

第

一

項

中

「

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

に

も

該

当

す

る

場

合

に

」

を

「

に

つ

い

て

定

め

ら

れ

た

一

週

間

の

勤

務

日

数

が

三

日

以

上

又

は

一

年

間

の

勤

務

日

数

が

百

二

十

一

日

以

上

で

あ

る

場

合

に

は

、

」

に

改

め

、

同

項

各

号

を

削

り

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

２

 

任

命

権

者

は

、

会

計

年

度

任

用

職

員

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

子

育

て

部

分

休

暇

を

承

認

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。
 

 

一

 

第

二

号

部

分

休

業

に

係

る

申

出

（

申

出

内

容

の

変

更

に

よ

る

場

合

を

含

む

。

）

を

し

て

い

- 4 -



る

職

員

に

つ

い

て

、

第

一

号

子

育

て

部

分

休

暇

の

申

請

が

あ

っ

た

場

合

 

 
二

 

第

一

号

部

分

休

業

に

係

る

申

出

（

申

出

内

容

の

変

更

に

よ

る

場

合

を

含

む

。

）

を

し

て

い

る

職

員

に

つ

い

て

、

第

二

号

子

育

て

部

分

休

暇

の

申

請

が

あ

っ

た

場

合

 

 

第

三

十

一

条

の

五

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 

 

（

妊

娠

、

出

産

等

に

つ

い

て

の

申

出

を

し

た

会

計

年

度

任

用

職

員

に

対

す

る

意

向

確

認

等

）

 

第

三

十

一

条

の

六

 

条

例

第

十

六

条

の

六

及

び

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

五

条

の

八

か

ら

第

二

十

五

条

の

十

四

ま

で

の

規

定

は

、

妊

娠

、

出

産

等

に

つ

い

て

の

申

出

を

し

た

会

計

年

度

任

用

職

員

に

対

す

る

意

向

確

認

等

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

 
 

 

付

 

則

 

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

施

行

前

の

準

備

）

 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

第

三

十

一

条

の

二

の

規

定

に

よ

る

子

育

て

部

分

休

暇

の

申

出

及

び

当

該

申

出

内

容

の

変

更

並

び

に

申

請

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

（

経

過

措

置

）

 

３

 

改

正

後

の

規

則

第

三

十

一

条

の

二

第

二

項

第

二

号

に

掲

げ

る

範

囲

内

に

お

い

て

、

こ

の

規

則
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の

施

行

の

日

か

ら

令

和

八

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

お

け

る

改

正

後

の

規

則

第

三

十

一

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

子

育

て

部

分

休

暇

の

申

請

を

す

る

場

合

に

お

け

る

同

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

号

中

「

十

」

と

あ

る

の

は

「

五

」

と

す

る

。
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職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

七

月

一

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

 



東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

三

号

 

 
 

 

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

四

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

十

三

条

の

見

出

し

中

「

部

分

休

業

の

」

の

下

に

「

申

出

及

び

変

更

並

び

に

」

を

加

え

、

同

条

第

一

項

中

「

部

分

休

業

の

」

を

「

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

三

年

法

律

第

百

十

号

。

以

下

「

育

児

休

業

法

」

と

い

う

。

）

第

十

九

条

第

二

項

、

第

三

項

及

び

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

部

分

休

業

（

以

下

こ

の

条

及

び

第

十

四

条

に

お

い

て

「

部

分

休

業

」

と

い

う

。

）

の

申

出

、

当

該

申

出

内

容

の

変

更

及

び

」

に

、

「

部

分

休

業

承

認

請

求

書

」

を

「

部

分

休

業

簿

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

３

 

任

命

権

者

は

、

部

分

休

業

の

申

出

内

容

の

変

更

に

つ

い

て

、

条

例

第

十

五

条

の

五

に

規

定

す

る

子

の

養

育

に

著

し

い

支

障

が

生

じ

る

か

否

か

を

判

断

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

申

出

内

容

の

変

更

を

し

よ

う

と

す

る

職

員

に

対

し

て

証

明

書

類

の

提

出

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

第

十

三

条

の

二

中

「

で

あ

つ

て

、

一

日

に

つ

き

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

が

六

時

間

十

五

分

以

上

で

あ

る

勤

務

日

が

あ

る

も

の

」

を

削

る

。

 

第

十

五

条

中

「

部

分

休

業

承

認

請

求

書

」

を

「

部

分

休

業

簿

」

に

改

め

る

。

 

付

則

第

三

項

中

「

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

三

年

法

律

第

百

十

号

。
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以

下

「

育

児

休

業

法

」

と

い

う

。

）

」

を

「

育

児

休

業

法

」

に

改

め

る

。

 
別

記

第

五

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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申
出

対
象

期
間

所
属

続
柄
等

生
年

月
日

○
○

年
○

○
月

○
○

日

申
出

の
内

容
 
(
①

又
は

②
を

記
入

)

変
更

後
の

内
容

 
(
①

又
は

②
を

記
入

)
変

更
が

必
要

な
事

情
特

別
の

事
情

の
有

無
 
(
有

又
は

無
を

記
入

)
係

長
印

承
認

権
者

印

変
更

後
の

内
容

 
(
①

又
は

②
を

記
入

)
変

更
が

必
要

な
事

情
特

別
の

事
情

の
有

無
 
(
有

又
は

無
を

記
入

)
係

長
印

承
認

権
者

印

４
 
備

 
考

第
５

号
様

式
（

第
1
3
条

関
係
）

　
　

　
年
度

部
 
分

 
休

 
業

 
簿

氏
名

１
 
請

求
に

係
る
子

氏
名

２
 
申

出

申
出

月
日

※
申

出
の

内
容
(
変

更
後

の
内

容
も

共
通
)

①
 
１

日
に

つ
き

２
時

間
を

超
え

な
い

範
囲

内
 
（

第
１

号
部

分
休

業
）

②
 
１

年
に

つ
き

条
例

で
定

め
る

時
間
(
1
0
日

相
当
)
を

超
え

な
い

範
囲

内
（

第
２

号
部

分
休

業
）

　
　

　
月

　
　

　
日

３
 
変

更
(
第

１
回

目
)

変
更

月
日

　
　

　
月

　
　

　
日

３
 
変

更
(
第

２
回

目
)

変
更

月
日

　
　

　
月

　
　

　
日

(
注

)
　

１
　

申
出

、
変

更
又

は
請

求
に

当
た

っ
て

は
、

母
子

健
康

手
帳

等
を

提
示

す
る

こ
と

。
　

２
　

第
１

号
部

分
休

業
の

承
認

の
請

求
は

別
紙

１
、

第
２

号
部

分
休

業
の

承
認

の
請

求
は

別
紙

２
を

用
い

る
こ

と
。
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別
紙

１

※

毎
日
／
 
曜
日

等
請
求

者
印

係
長
印

承
認
権
者
印

1
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

2
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

3
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

4
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

5
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

6
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

7
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

8
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

9
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

10
　

　
月

　
　
日

　
　

月
　

　
日

ま
で

　
　

時
　

　
分

　
か

ら
　

　
時

　
　
分

ま
で

　
　

月
　

　
日

第
１

号
部

分
休

業
の

承
認

の
請

求
の

場
合

承
　

　
　
認

　
か

ら

　
か

ら

整
理
番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
部

分
休

業
の

承
認

の
請

求
を

す
る

期
間

※ 
 
請

求
月

日

年
度

(
職
員
は
※
印
の
欄
を
記
入
の
上
、
請
求
者
印
の
欄
に
押
印
す
る
。
)

出
勤
簿

整
　
理

備
 
考

月
　

　
　
日

時
　

　
　

間

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら
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別
紙
２

※

請
求
者
印

係
長
印

承
認
権
者
印

1
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

2
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

3
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

4
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

5
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

6
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

7
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

8
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

9
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

10
　

　
月

　
　

日
　

　
月

　
　

日
ま

で
　

　
時

　
　

分
　

か
ら

　
　

時
　

　
分

ま
で

　
　

時
間

　
　

分
　

　
時

間
　

　
分

　
　

月
　

　
日

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

(
職
員
は
※
印
の
欄
を
記
入
の
上
、
請
求
者
印
の
欄
に
押
印
す
る
。
)

第
２
号
部
分
休
業
の
時
間
数
　
　
　
　
　
　
　
　
時
間
　
　
　
　
　
　
　
分

※ 
 
残
時
間
数

※ 
請
求
時
間
数

月
　
　
　

日
時
　
　
　
間

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

　
か

ら

整
理
番
号

　
　
　
　
　
　
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
を
す
る
期
間

※ 
 
請
求
月
日

承
　

　
　
認

出
勤
簿

整
　
理

備
 
考

第
２

号
部

分
休

業
の

承
認

の
請

求
の

場
合

年
度

- 5 -



付

 

則

 
（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

施

行

前

の

準

備

）

 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

部

分

休

業

の

申

出

及

び

当

該

申

出

内

容

の

変

更

並

び

に

承

認

の

請

求

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。
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会

計

年

度

任

用

職

員

の

給

与

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   

令

和

七

年

七

月

一

日

 

  

東

京

都

北

区

長

 
 

山
 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

四

号

 

会

計

年

度

任

用

職

員

の

給

与

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

会

計

年

度

任

用

職

員

の

給

与

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

令

和

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

十

四

条

第

一

項

中

「

二

分

の

一

日

」

の

下

に

「

と

し

、

第

六

号

及

び

第

七

号

に

掲

げ

る

期

間

に

あ

っ

て

は

三

分

の

一

日

」

を

加

え

、

同

項

中

第

七

号

を

第

九

号

と

し

、

第

六

号

を

第

八

号

と

し

、

第

五

号

の

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

 

六

 

育

児

休

業

法

第

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

部

分

休

業

（

以

下

「

部

分

休

業

」

と

い

う

。

）

を

し

て

い

る

会

計

年

度

任

用

職

員

と

し

て

在

職

し

た

期

間

 

七

 

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

三

十

一

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

子

育

て

部

分

休

暇

（

以

下

「

子

育

て

部

分

休

暇

」

と

い

う

。

）

に

よ

り

勤

務

し

な

い

期

間

 

第

二

十

四

条

第

三

項

中

「

育

児

休

業

法

第

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

」

、

「

会

計

年

度

任

用

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

三

十

一

条

の

二

に

規

定

す

る

」

及

び

「

（

以

下

「

子

育

て

部

分

休

暇

」

と

い

う

。

）

」

を

削

る

。

 

第

二

十

四

条

の

二

第

一

項

中

「

第

八

号

」

を

「

第

六

号

及

び

第

七

号

に

掲

げ

る

期

間

に

あ

っ

て

は

三

分

の

二

日

と

し

、

第

十

号

」

に

改

め

、

「

（

一

日

」

の

下

に

「

（

第

六

号

及

び

第

七

号

に

掲

げ

る

期

間

に

あ

っ

て

は

三

分

の

二

日

）

」

を

加

え

、

同

項

中

第

十

二

号

を

第

十

四

号

と

し

、

第

六
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号

か

ら

第

十

一

号

ま

で

を

二

号

ず

つ

繰

り

下

げ

、

第

五

号

の

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

 
六

 

部

分

休

業

を

し

て

い

る

会

計

年

度

任

用

職

員

と

し

て

在

職

し

た

期

間

 
七

 
子

育

て

部

分

休

暇

に

よ

り

勤

務

し

な

い

期

間

 

第

二

十

四

条

の

二

第

三

項

中

「

育

児

休

業

法

第

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

」

及

び

「

（

以

下

「

部

分

休

業

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

同

条

第

四

項

中

「

介

護

休

暇

」

の

下

に

「

、

部

分

休

業

又

は

子

育

て

部

分

休

暇

」

を

、

「

に

つ

い

て

は

、

」

の

下

に

「

そ

れ

ぞ

れ

」

を

加

え

、

「

合

計

し

た

時

間

」

を

「

そ

れ

ぞ

れ

合

計

し

た

時

間

」

に

改

め

、

同

条

第

五

項

中

「

、

子

育

て

部

分

休

暇

又

は

部

分

休

業

」

及

び

「

そ

れ

ぞ

れ

」

を

削

る

。

 

付

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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職

員

の

期

末

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   

令

和

七

年

七

月

一

日

 

  

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

五

号

 

職

員

の

期

末

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
職

員

の

期

末

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

五

十

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

四

条

第

一

項

中

「

及

び

第

十

一

号

」

を

「

か

ら

第

十

三

号

ま

で

」

に

改

め

、

同

項

中

第

十

三

号

を

第

十

五

号

と

し

、

第

十

二

号

を

第

十

四

号

と

し

、

第

十

一

号

の

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

 

十

二

 

育

児

休

業

法

第

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

部

分

休

業

（

以

下

「

育

児

部

分

休

業

」

と

い

う

。

）

を

し

て

い

る

職

員

と

し

て

在

職

し

た

期

間

 

十

三

 

勤

務

時

間

条

例

第

十

六

条

の

三

に

規

定

す

る

子

育

て

部

分

休

暇

（

以

下

「

子

育

て

部

分

休

暇

」

と

い

う

。

）

に

よ

り

勤

務

し

な

い

期

間

 

第

四

条

第

五

項

中

「

育

児

休

業

法

第

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

部

分

休

業

」

を

「

育

児

部

分

休

業

」

に

改

め

、

「

勤

務

時

間

条

例

第

十

六

条

の

三

に

規

定

す

る

」

を

削

る

。

 

付

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

- 1 -



        

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   

令

和

七

年

七

月

一

日

 

  

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

六

号

 

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

五

十

四

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

三

条

の

二

第

一

項

中

「

及

び

第

十

一

号

」

を

「

か

ら

第

十

三

号

ま

で

」

に

、

「

第

十

六

号

」

を

「

第

十

八

号

」

に

改

め

、

同

項

中

第

十

九

号

を

第

二

十

一

号

と

し

、

第

十

二

号

か

ら

第

十

八

号

ま

で

を

二

号

ず

つ

繰

り

下

げ

、

第

十

一

号

の

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

 

十

二

 

育

児

休

業

法

第

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

部

分

休

業

（

以

下

「

育

児

部

分

休

業

」

と

い

う

。

）

を

し

て

い

る

職

員

と

し

て

在

職

し

た

期

間

 

十

三

 

勤

務

時

間

条

例

第

十

六

条

の

三

に

規

定

す

る

子

育

て

部

分

休

暇

（

以

下

「

子

育

て

部

分

休

暇

」

と

い

う

。

）

に

よ

り

勤

務

し

な

い

期

間

 

第

三

条

の

二

第

五

項

中

「

勤

務

時

間

条

例

第

十

六

条

の

三

に

規

定

す

る

」

及

び

「

（

以

下

「

子

育

て

部

分

休

暇

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

「

育

児

休

業

法

第

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

部

分

休

業

（

以

下

「

部

分

休

業

」

と

い

う

。

）

」

を

「

育

児

部

分

休

業

」

に

改

め

、

同

条

第

六

項

中

「

介

護

休

暇

」

の

下

に

「

、

育

児

部

分

休

業

又

は

子

育

て

部

分

休

暇

」

を

、

「

つ

い

て

は

、

」

の

下

に

「

そ

れ

ぞ

れ

」

を

加

え

、

「

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

と

し

て

在

職

し

た

期

間

に

あ

つ

て

は

、

」

を

「

育

児

短

時

間

勤

務

職

員

等

と

し

て

在

職

し

た

期

間

に

お

い

て

介

護

休

暇

に

よ

り

勤

務

し

な

い

期

間

に

あ

つ

て

は

」

に

、

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

し

て

在

職

し

た

期

間

に

- 1 -



あ

つ

て

は

、

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

と

し

て

在

職

し

た

期

間

に

お

い

て

介

護

休

暇

、

育

児

部

分

休

業

又

は

子

育

て

部

分

休

暇

に

よ

り

勤

務

し

な

い

期

間

に

あ

つ

て

は

」

に

、

「

合

計

し

た

時

間

を

勤

務

時

間

条

例

」

を

「

そ

れ

ぞ

れ

合

計

し

た

時

間

を

勤

務

時

間

条

例

」

に

改

め

、

同

条

第

七

項

中

「

、

子

育

て

部

分

休

暇

又

は

部

分

休

業

」

を

「

又

は

子

育

て

部

分

休

暇

」

に

改

め

る

。

 

付

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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災

害

に

際

し

応

急

措

置

の

業

務

等

に

従

事

し

た

者

に

係

る

損

害

補

償

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

七

月

一

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 



                                                                 
東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

七

号

 

災

害

に

際

し

応

急

措

置

の

業

務

等

に

従

事

し

た

者

に

係

る

損

害

補

償

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

災

害

に

際

し

応

急

措

置

の

業

務

等

に

従

事

し

た

者

に

係

る

損

害

補

償

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

六

十

二

年

六

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

一

条

中

「

災

害

に

際

し

応

急

措

置

の

業

務

等

に

従

事

し

た

者

に

係

る

損

害

補

償

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

四

十

一

年

十

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

五

号

」

を

「

災

害

に

際

し

応

急

措

置

の

業

務

等

に

従

事

し

た

者

に

係

る

損

害

補

償

に

関

す

る

条

例

（

令

和

七

年

七

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

八

号

」

に

、

「

第

二

十

八

条

」

を

「

第

九

条

」

に

改

め

る

。

 

 

第

二

条

中

「

次

の

」

を

「

次

に

掲

げ

る

」

に

改

め

る

。

 

 

第

四

条

中

「

次

の

各

号

の

一

」

を

「

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

」

に

改

め

る

。

 

 

第

五

条

第

二

項

第

五

号

エ

中

「

条

例

第

十

五

条

第

三

項

」

を

「

非

常

勤

消

防

団

員

等

に

係

る

損

害

補

償

の

基

準

を

定

め

る

政

令

（

昭

和

三

十

一

年

政

令

第

三

百

三

十

五

号

。

以

下

「

令

」

と

い

う

。

）

第

九

条

第

三

項

」

に

、

「

特

に

指

定

さ

れ

た

者

」

を

「

特

に

指

定

し

た

者

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

消

防

団

員

等

公

務

災

害

補

償

等

共

済

基

金

法

施

行

令

」

を

「

消

防

団

員

等

公

務

災

害

補

償

等

責

任

共

済

等

に

関

す

る

法

律

施

行

令

」

に

改

め

る

。

 

 

第

七

条

第

二

項

中

「

条

例

第

七

条

第

二

項

に

規

定

す

る

指

定

医

療

機

関

又

は

薬

局

」

を

「

区

長

が

そ

の

同

意

を

得

て

あ

ら

か

じ

め

指

定

す

る

医

療

機

関

又

は

薬

局

（

以

下

「

指

定

医

療

機

関

等

」
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と

い

う

。

）

」

に

、

「

直

接

指

定

医

療

機

関

又

は

薬

局

」

を

「

直

接

指

定

医

療

機

関

等

」

に

改

め

る

。
 

 

第

八

条

中

「

条

例

第

七

条

第

三

項

」

を

「

令

第

四

条

第

三

項

」

に

改

め

、

「

の

各

号

」

を

削

り

、

同

条

第

一

号

中

「

指

定

医

療

機

関

」

を

「

指

定

医

療

機

関

等

」

に

、

「

条

例

第

七

条

第

一

項

第

五

号

若

し

く

は

第

六

号

」

を

「

令

第

四

条

第

一

項

第

五

号

若

し

く

は

第

六

号

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

指

定

医

療

機

関

」

を

「

指

定

医

療

機

関

等

」

に

改

め

、

同

条

第

三

号

中

「

指

定

医

療

機

関

」

を

「

指

定

医

療

機

関

等

」

に

「

条

例

第

七

条

第

一

項

第

五

号

若

し

く

は

」

を

「

令

第

四

条

第

一

項

第

五

号

若

し

く

は

第

六

号

」

に

改

め

る

。

 

 

第

九

条

中

「

の

各

号

」

を

削

り

、

同

条

第

二

号

中

「

第

四

十

三

条

ノ

九

第

二

項

」

を

「

第

七

十

六

条

第

二

項

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

条

第

一

項

中

「

一

に

」

を

「

い

ず

れ

か

に

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

三

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
 

第

十

三

条

 

削

除

 

 

第

十

三

条

の

二

か

ら

第

十

三

条

の

五

ま

で

を

削

る

。

 

 

第

十

六

条

中

第

三

項

を

第

四

項

と

し

、

第

二

項

を

第

三

項

と

し

、

第

一

項

中

「

条

例

第

十

二

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

」

を

削

り

、

「

選

任

さ

れ

た

者

」

の

下

に

「

（

以

下

「

代

表

者

」

と

い

う

。

）

」

を

加

え

。

同

項

を

同

条

第

二

項

と

し

、

同

条

に

第

一

項

と

し

て

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

遺

族

補

償

年

金

を

受

け

る

権

利

を

有

す

る

者

が

二

人

以

上

あ

る

と

き

は

、

こ

れ

ら

の

う

ち

一
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人

を

代

表

者

に

選

任

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

世

帯

を

異

に

す

る

等

や

む

を

得

な

い

事

情

の

た

め

代

表

者

を

選

任

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 
第

十

七

条

第

一

項

中

「

条

例

第

十

四

条

第

一

項

」

を

「

令

第

八

条

の

四

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

第

十

八

条

中

「

一

に

」

を

「

い

ず

れ

か

に

」

に

改

め

、

同

条

第

一

号

中

「

条

例

第

五

条

第

三

項

各

号

」

を

「

令

第

二

条

第

三

項

各

号

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

条

例

第

十

二

条

第

一

項

」

を

「

令

第

八

条

の

二

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

第

二

十

三

条

第

一

項

中

「

第

二

十

五

条

」

を

「

第

六

条

」

に

改

め

る

。

 

別

表

第

一

か

ら

別

表

第

三

ま

で

を

削

る

。

 

別

記

第

十

号

様

式

か

ら

別

記

第

十

二

号

様

式

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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別記第１０号様式（第１４条関係） 

 

第     号 

 

 

 

傷 病 補 償 年 金 証 書 

 

 

 

氏     名                      

 

住     所                      

 

傷 病 等 級   第              級   

 

傷病補償年額                          円  

 

支給開始年月日           年   月   日  

 

 

 

災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の規定に

基づき、上記のとおり支給します。 

 

 

年  月  日 

 

 

 

東京都北区長          印 
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別記第１１号様式（第１４条関係） 

 

第     号 

 

 

 

障 害 補 償 年 金 証 書 

 

 

 

氏     名                      

 

住     所                      

 

障 害 等 級   第              級   

 

障害補償年額                          円  

 

支給開始年月日           年   月   日  

 

 

 

災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の規定に

基づき、上記のとおり支給します。 

 

 

年  月  日 

 

 

 

東京都北区長          印 
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別記第１２号様式（第１４条関係） 

 

第     号 

 

 

 

遺 族 補 償 年 金 証 書 

 

 

 

氏     名                      

 

 

住     所                      

 

 

遺族補償年額                          円  

 

 

支給開始年月日                      

 

 

 

災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の規定に

基づき、上記のとおり支給します。 

 

年  月  日 

 

 

 

東京都北区長          印 
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別

記

第

十

四

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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別記第１４号様式（第１６条関係） 

代 表 者 選 任 届 

被

災

者 

氏 名 生年月日 年 月 日 

住 所  

職 業  

事

故

発

生 

日 時      年   月   日   時   分 

場 所  

原 因  

受

給

権

者 

氏 名 生年月日 住 所 
死亡者と 

の続柄  
疾病の有無 

受給権者と生 
計を同じくし 
ているか   

  年 月 日  ある・ない いる・いない 

  年 月 日  ある・ない いる・いない 

  年 月 日  ある・ない いる・いない 

  年 月 日  ある・ない いる・いない 

  年 月 日  ある・ない いる・いない 

備
考 

 

災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の規定に

基づき、上記の損害賠償に関して、遺族補償年金等の請求及び受領について、  

         を代表者として選任しましたのでお届けします。 

  年  月  日 

選任者 氏名             

被選任者氏名             

東京都北区長        殿 
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別

記

第

二

十

一

号

様

式

か

ら

別

記

第

二

十

四

号

様

式

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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別記第２１号様式（第２２条関係） 

（表） 

 
 

損 害 補 償 記 録 簿 
（     ) 

氏 名 

( 生 年 月 日 ) 

男 

(  年  月  日生) 女 

住 所 

認 定 年 月 日 

及 び 番 号 

   年   月   日 

第    号 

災害発生の原因 

傷 病 の 部 位 

傷 病 名 

  

負傷 
発病 

年 月 日    年   月   日 
 

重大な過失の有 
無 及 び 支 給 制 
限 期 間 

有   年  月  日から 
 
無   年  月  日まで 

通常得ている 

収入の日額 
円 

  年 月 日入院   年  月  日   年  月  日   年  月  日 

  年 月 日   年  月  日   年  月  日   年  月  日 

補 償 

 

基礎額 

政令第２条第２項 円 記 事 

政令第２条第３項 円 

計 円 

 

療

養

補

償

 
 

受 理 
年 月 日 

決 定 
年 月 日 

支 給 
年 月 日 

療 養 期 間 
年月日～年月日 

補 償 額 

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

計  
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（裏） 

 

 

休

業

補

償

 
 

受 理 
年 月 日 

決 定 
年 月 日 

支 給 
年 月 日 

休 業 期 間 
年月日～年月日 

補 償 額 

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

   ～  

計  

障害
補償
一時
金  

受 理 
年 月 日 

決 定 
年 月 日 

支 給 
年 月 日 

障 害 等 級 補 償 額 

   第 級  

区 分 

 

種 別 

受 理 

年月日 

決 定 

年月日 

支 給 

年月日 
申請者氏名 

防災従事
者 と の
続 柄

補償額 

遺族補償一時金       

葬 祭 補 償       

 

備 考 

損害補償額合計          円     年   月   日 
完結 

継続 
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別
記

第
２

２
号

様
式

（
第

２
２

条
関
係

）
 

（
表

）
 

 
事

故
年

度
 

年
度
 
年

金
支
払

決
定

番
号
 
 

傷
 

病
 

補
 

償
 

年
 

金
 

記
 
録

 
簿
 

防    災    従    事    者 

氏
名
 

年
 

 
月

 
 

日
生
 

他 の 法 令 に よ る 受 給 関 係 

法
令

の
名

称
及

び
給

付
又

は
補

償
 

の
種

類
 

 

住
所
 

 
支

給
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

年
月

日
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

種別
 
水

防
従
事

者
・

応
急

措
置

従
事

者
 

支
給

開
始
 

年
月

日
 

障
害

の
等

級
 

年
金

額
 

調
整

額
 

 
 
 

 
 
 

摘
 

要
 

事
故

が
発

生
し

た
年

月
日
 

・
 

 
 

 
・
 

・
 

・
 

級
 

円
 

 
率

 
円

 
 

傷
病

等
級

該
当

年
月

日
 

・
 

 
 

 
・
 

・
 

・
 

 
 

 
 

 
傷

病
補

償
年

金
支

払
決

定
 

年
月

日
 

・
 

 
 

 
・
 

・
 

・
 

 
 

 
 

 

・
 

・
 

 
 

 
 

 
年

金
通

知
書

の
送

付
年

月
 

日
 
 

・
 

 
・
 

・
 

 
・
 

・
 

・
 

 
 

 
 

 

補
償

基
礎

額
 

内訳 

基
礎

額
 

円
 

・
 

・
 

 
 

 
 

 

円
 

扶
養

親
族
 

円
 

・
 

・
 

 
 

 
 

 

支
給

制
限

等
実

績
の

有
無
 

有
 

最
初

の
決

定
年

月
日
 

・
 

 
・
 

・
無
 

・
 

・
 

 
 

 
 

 

・
 

・
 

 
 

 
 

 
負

傷
又

は
発

病
時

の
 

傷
病

名
 

 
・

 
・
 

 
 

 
 

 

傷
病

等
級

決
定

時
の

障
害
 

 
・

 
・
 

 
 

 
 

 

・
 

・
 

 
 

 
 

 
既

存
障

害
の

状
態
 

有
・

無
 

級
 

 
・

 
・
 

 
 

 
 

 

死
亡

又
は

等
級

変
更
 

死
亡

・
等

級
変

更
 

 
 
 

 
 

 
 
 

・
 

 
・
 

備   考 

 
 

 
 

 
 

第
三

者
行

為
事

故
 

有
・

無
 

賠
償

額
 

円
 

 
 

 
 

 
 

事
故

種
別
 

 
 

 
 

 
 

 

  

- 12 -



（
裏

）
 

 
事

故
 

年
度
 

年
度
 

年
金

支
払
 

決
定

番
号
 

 
氏

 
名
 

 
住

 
所
 

 

支
払
 

年
月

日
 

支
払
 

期
間
 

支
払

額
 

摘
 

 
 

 
 

要
 

支
払
 

年
月

日
 

支
払
 

期
間
 

支
払

額
 

摘
 

 
 

 
 

要
 

・
 

・
 

：
 

円
 

 
・

 
・
 

：
 

円
 

 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

 

- 13 -



別
記

第
２

３
号

様
式

（
第

２
２

条
関
係

）
 

（
表

）
 

 
事

故
年

度
 

年
度
 
年

金
支
払

決
定

番
号
 
 

障
 

害
 

補
 

償
 

年
 

金
 

記
 
録

 
簿
 

防    災    従    事    者 

氏
名
 

年
 

 
月

 
 

日
生
 

他 の 法 令 に よ る 受 給 関 係 

法
令

の
名

称
及

び
給

付
又

は
補

償
の
 

種
類
 

 

住
所
 

 
支

給
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

年
月

日
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

種別
 
水

防
従
事

者
・

応
急

措
置

従
事

者
 

支
給

開
始
 

年
月

日
 

障
害

の
等

級
 

年
金

額
 

調
整

額
 

 
 
 

 
 
 

摘
 

要
 

事
故

が
発

生
し

た
年

月
日
 

・
 

 
 

 
・
 

・
 

・
 

級
 

円
 

 
率

 
円

 
 

治
癒

し
た

年
月

日
 

・
 

 
 

 
・
 

・
 

・
 

 
 

 
 

 
障

害
補

償
年

金
支

払
決

定
 

年
月

日
 

・
 

 
 

 
・
 

・
 

・
 

 
 

 
 

 

・
 

・
 

 
 

 
 

 
年

金
通

知
書

の
送

付
年

月
日

 
・

 
 
・
 

・
 

 
・
 

・
 

・
 

 
 

 
 

 

補
償

基
礎

額
 

内訳 

基
礎

額
 

円
 

・
 

・
 

 
 

 
 

 

円
 

扶
養

親
族
 

円
 

・
 

・
 

 
 

 
 

 

支
給

制
限

等
実

績
の

有
無
 

有
 

最
初

の
決

定
年

月
日
 

・
 

 
・
 

・
無
 

・
 

・
 

 
 

 
 

 

・
 

・
 

 
 

 
 

 
負

傷
又

は
発

病
時

の
 

傷
病

名
 

 
・

 
・
 

 
 

 
 

 

障
害

等
級

決
定

時
の

障
害
 

 
・

 
・
 

 
 

 
 

 

・
 

・
 

 
 

 
 

 
既

存
障

害
の

状
態
 

有
・

無
 

級
 

 
・

 
・
 

 
 

 
 

 

死
亡

又
は

等
級

変
更
 

死
亡

・
等

級
変

更
 

 
 
 

 
 

 
 
 

・
 

 
・
 

備   考 

 
 

 
 

 
 

第
三

者
行

為
事

故
 

有
・

無
 

賠
償

額
 

円
 

 
 

 
 

 
 

事
故

種
別
 

 
 

 
 

 
 

 

  

- 14 -



（
裏

）
 

 
事

故
 

年
度
 

年
度
 

年
金

支
払
 

決
定

番
号
 

 
氏

 
名
 

 
住

 
所
 

 

支
払
 

年
月

日
 

支
払
 

期
間
 

支
払

額
 

摘
 

 
 

 
 

要
 

支
払
 

年
月

日
 

支
払
 

期
間
 

支
払

額
 

摘
 

 
 

 
 

要
 

・
 

・
 

：
 

円
 

 
・

 
・
 

：
 

円
 

 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
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別
記

第
２

４
号

様
式

（
第

２
２

条
関
係

）
 

（
表

）
 

 
事

故
年

度
 

年
度
 

年
金

支
払

決
定

番
号
 

 

遺
 

族
 

補
 

償
 

年
 

金
 

記
 
録

 
簿
 

防災従事者 

氏名 

年
 

月
 

日
生
 

住所 

 
種別 

水
防

従
事

者
・

応
急

措
置

従
事

者
 

補
償

基
 

 

礎
年

額
 

補
償

基
礎

額
 

円
 

事
故

が
発

生

し
た

年
月

日
 

・
 

・
 

傷病名 

 
死

亡
年

月
日
 

年
 

月
 

日
 

内訳 

基
礎

額
 

円
 

 
第

三
者

行
為

事
故

有
・

無
 
賠

償
額
 

円
 

 
 

円
 

扶
養

親
族
 

円
 

療
養

開
始
 

年
月

日
 
・

 
・
 

 
事

故
種

別
 

 

 受けることができる遺族  

受
権
 

給
者
 

氏
 

 
名
 

生
年
 

月
日
 

死
亡

者
 

と
 

の
 

続
 

柄
 

障
害

の
 

有
 

無
 

年
金

支
払
 

事
由

発
生
 

年
月

日
 

資
格

の
変

動
 

の
年

月
日
 

変
動

の
 

事
由
 

摘
要
 

 他の法令による受給関係  

法
令

の
名

称
及
 

び
給

付
又

は
補
 

償
の

種
類

 
 
 

 

 
１

 
・

・
 

 
有

・
無
 

・
 

・
 

失
・

得
 

 
 

支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
 

っ
た
年
月
日
 
 
 
 
 

 
年

月
日
 

・
 

・
 

年
月

日
 
年

金
額
 

調
整

額
 

 
２

 
・

・
 

 
有

・
無
 

・
 

・
 

失
・

得
 

 
 

・
・
 

 
 

率
 

円
 

・
 

・
 

 
３

 
・

・
 

 
有

・
無
 

・
 

・
 

失
・

得
 

 
 

・
・
 

 
 

 
・

 
・
 

・
・
 

 
 

 
 

４
 

・
・
 

 
有

・
無
 

・
 

・
 

失
・

得
 

 
 

・
・
 

 
 

 
・

 
・
 

 
５

 
・

・
 

 
有

・
無
 

・
 

・
 

失
・

得
 

 
 

・
・
 

 
 

 
・

 
・
 

・
・
 

 
 

 
 

６
 

・
・
 

 
有

・
無
 

・
 

・
 

失
・

得
 

 
 

・
・
 

 
 

 
・

 
・
 

 
７

 
・

・
 

 
有

・
無
 

・
 

・
 

失
・

得
 

 
 

・
・
 

 
 

 
・

 
・
 

・
・
 

 
 

 
 

８
 

・
・
 

 
有

・
無
 

・
 

・
 

失
・

得
 

 
 

・
・
 

 
 

 
・

 
・
 

 
９

 
・

・
 

 
有

・
無
 

・
 

・
 

失
・

得
 

 
 

・
・
 

 
 

 
・

 
・
 

・
・
 

 
 

 
 

1
0
 

・
・
 

 
有

・
無
 

・
 

・
 

失
・

得
 

 
 

・
・
 

 
 

 
・

 
・
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（
裏

）
 

 
事

故
 

年
度
 

年
度
 

年
金

支
払
 

決
定

番
号
 

 
氏

 
名
 

 
住

 
所
 

 

支
払
 

年
月

日
 

支
払
 

期
間
 

支
払

額
 

摘
 

 
 

 
 

要
 

支
払
 

年
月

日
 

支
払
 

期
間
 

支
払

額
 

摘
 

 
 

 
 

要
 

・
 

・
 

：
 

円
 

 
・

 
・
 

：
 

円
 

 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
 

 
 

・
 

・
 

：
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付

 

則

 

 
こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 
 

- 18 -



         

災

害

に

際

し

応

急

措

置

の

業

務

等

に

従

事

し

た

者

に

係

る

損

害

補

償

に

関

す

る

条

例

第

九

条

の

二

第

一

項

の

規

則

で

定

め

る

金

額

を

定

め

る

規

則

を

廃

止

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

七

月

一

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 
 

 



東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

八

号

 

 
 

 

災

害

に

際

し

応

急

措

置

の

業

務

等

に

従

事

し

た

者

に

係

る

損

害

補

償

に

関

す

る

条

例

第

九

条

の

二

第

一

項

の

規

則

で

定

め

る

金

額

を

定

め

る

規

則

を

廃

止

す

る

規

則

 

 

災

害

に

際

し

応

急

措

置

の

業

務

等

に

従

事

し

た

者

に

係

る

損

害

補

償

に

関

す

る

条

例

第

九

条

の

二

第

一

項

の

規

則

で

定

め

る

金

額

を

定

め

る

規

則

（

平

成

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

三

号

）

は

、

廃

止

す

る

。

 

 
 

 

付

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

- 1 -



         

災

害

に

際

し

応

急

措

置

の

業

務

等

に

従

事

し

た

者

に

係

る

損

害

補

償

に

関

す

る

条

例

第

九

条

の

二

第

一

項

第

三

号

の

規

定

に

基

づ

き

障

害

者

支

援

施

設

に

準

ず

る

施

設

を

定

め

る

規

則

を

廃

止

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

七

月

一

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長
 

 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 
 

 



東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

九

号

 

 
 

 

災

害

に

際

し

応

急

措

置

の

業

務

等

に

従

事

し

た

者

に

係

る

損

害

補

償

に

関

す

る

条

例

第

九

条

の

二

第

一

項

第

三

号

の

規

定

に

基

づ

き

障

害

者

支

援

施

設

に

準

ず

る

施

設

を

定

め

る

規

則

を

廃

止

す

る

規

則

 

 

災

害

に

際

し

応

急

措

置

の

業

務

等

に

従

事

し

た

者

に

係

る

損

害

補

償

に

関

す

る

条

例

第

九

条

の

二

第

一

項

第

三

号

の

規

定

に

基

づ

き

障

害

者

支

援

施

設

に

準

ず

る

施

設

を

定

め

る

規

則

（

平

成

八

年

七

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

号

）

は

、

廃

止

す

る

。

 

 
 

 

付

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 



        

東

京

都

北

区

保

育

料

等

徴

収

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

  

令

和

七

年

七

月

八

日

 

  

東

京

都

北

区

長
 

 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

号

 

東

京

都

北

区

保

育

料

等

徴

収

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
東

京

都

北

区

保

育

料

等

徴

収

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

七

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

六

条

の

三

第

一

項

中

「

第

四

条

第

一

項

」

を

「

第

四

条

」

に

改

め

る

。

 

付

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

九

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

- 1 -



        

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   

令

和

七

年

七

月

九

日

 

  

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

一

号

 

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

（

昭

和

三

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

付

則

第

五

項

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

七

 

令

和

七

年

度

北

区

エ

ネ

ル

ギ

ー

・

食

料

品

等

価

格

高

騰

支

援

給

付

金

事

務

実

施

要

綱

（

令

和

七

年

六

月

二

十

四

日

七

北

福

地

第

五

千

百

六

十

二

号

）

第

六

条

第

三

項

第

三

号

の

規

定

に

基

づ

き

窓

口

現

金

受

領

方

式

等

に

よ

り

支

給

す

る

エ

ネ

ル

ギ

ー

・

食

料

品

等

価

格

高

騰

支

援

給

付

金

 

付

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

- 1 -



        

東

京

都

北

区

建

築

基

準

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

  

令

和

七

年

七

月

九

日

 

  

東

京

都

北

区

長
 

 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

二

号

 

東

京

都

北

区

建

築

基

準

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
東

京

都

北

区

建

築

基

準

法

施

行

細

則

（

昭

和

五

十

八

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

十

三

条

第

二

号

中

「

（

随

時

閉

鎖

又

は

作

動

で

き

る

も

の

（

防

火

ダ

ン

パ

ー

を

除

く

。

）

に

限

る

。

）

」

を

「

の

う

ち

次

に

掲

げ

る

も

の

」

に

改

め

、

同

号

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

イ

 

随

時

閉

鎖

又

は

作

動

で

き

る

も

の

（

防

火

ダ

ン

パ

ー

を

除

く

。

）

 

ロ

 

常

時

閉

鎖

又

は

作

動

し

た

状

態

に

あ

る

も

の

（

各

階

の

主

要

な

も

の

に

限

る

。

）

 

第

十

四

条

第

三

項

の

表

一

の

項

中

「

十

月

三

十

一

日

」

を

「

翌

年

の

一

月

三

十

一

日

」

に

改

め

、

同

表

二

の

項

中

「

十

一

月

三

十

日

ま

で

。

た

だ

し

、

床

面

積

の

合

計

が

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

る

も

の

で

三

階

以

上

の

階

に

あ

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

毎

年

四

月

一

日

か

ら

十

月

三

十

一

日

」

を

「

翌

年

の

一

月

三

十

一

日

」

に

改

め

、

同

表

三

の

項

中

「

。

た

だ

し

、

床

面

積

の

合

計

が

三

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

る

も

の

で

三

階

以

上

の

階

に

あ

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

毎

年

四

月

一

日

か

ら

十

月

三

十

一

日

ま

で

」

を

削

り

、

同

表

四

の

項

中

「

十

一

月

三

十

日

」

を

「

翌

年

の

一

月

三

十

一

日

」

に

改

め

、

同

表

六

の

項

中

「

九

月

三

十

日

」

を

「

翌

年

の

一

月

三

十

一

日

」

に

改

め

、

同

表

七

の

項

中

「

十

一

月

三

十

日

」

を

「

翌

年

の

一

月

三

十

一

日

」

に

改

め

、

同

表

九

の

項

中

「

十

月

三

十

一

日

」

を

「

翌

年

の

一

月

三

十

一

日

」

に

改

め

る

。
 

付

 

則

 

- 1 -



 
こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

- 2 -



         

東

京

都

北

区

児

童

育

成

手

当

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。 

   
 

令

和

七

年

七

月

二

十

八

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 

   



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

三

号

 

 
 

 

東

京

都

北

区

児

童

育

成

手

当

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

児

童

育

成

手

当

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

四

十

六

年

十

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

三

条

中

「

三

百

六

十

万

四

千

円

」

を

「

三

百

六

十

六

万

千

円

」

に

改

め

る

。 

付

 

則

 

 

（

施

行

期

日

） 

１

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 

（

経

過

措

置

） 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

児

童

育

成

手

当

条

例

施

行

規

則

第

三

条

の

規

定

は

、

令

和

七

年

六

月

以

後

の

月

分

の

児

童

育

成

手

当

の

支

給

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

年

五

月

以

前

の

月

分

の

児

童

育

成

手

当

の

支

給

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

- 1 -



        

東

京

都

北

区

立

保

育

所

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

  

令

和

七

年

七

月

二

十

八

日

 

  

東

京

都

北

区

長
 

 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

四

号

 

東

京

都

北

区

立

保

育

所

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
東

京

都

北

区

立

保

育

所

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

五

条

た

だ

し

書

中

「

第

四

条

第

一

項

第

二

号

」

を

「

第

四

条

第

二

号

」

に

改

め

る

。

 

付

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

九

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

- 1 -



       

東

京

都

北

区

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。 

   
 

令

和

七

年

七

月

二

十

八

日 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子 

    



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

五

号 

東

京

都

北

区

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則 
東

京

都

北

区

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

四

十

九

年

九

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

五

条

中

「

三

百

六

十

万

四

千

円

」

を

「

三

百

六

十

六

万

千

円

」

に

改

め

る

。 

付

 

則 

 

（

施

行

期

日

） 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

八

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 

（

経

過

措

置

） 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

条

例

施

行

規

則

第

五

条

の

規

定

は

、

令

和

七

年

八

月

以

後

の

月

分

の

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

の

支

給

に

つ

い

て

適

用

し

、

令

和

七

年

七

月

以

前

の

月

分

の

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

の

支

給

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

- 1 -



       

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。 

    

令

和

七

年

七

月

二

十

九

日

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東

京

都

北

区

長

 
 

山
 

田

 

加

 

奈

 

子

 

 

 



8
0

万
円

 
8
0
.
9

万
円

 

東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

六

号

 

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

六

号

） 

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

別

記

第

二

十

四

号

様

式

及

び

第

五

十

四

号

様

式

中

「 
 

 

」

を

「 
 

 
 

」

に

改

め

る

。 

付

 

則

 

（

施

行

期

日

） 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

八

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

経

過

措

置

） 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

別

記

第

二

十

四

号

様

式

及

び

第

五

十

四

号

様

式

の

規

定

は

、

令

和

七

年

八

月

一

日

以

後

に

介

護

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号

）

第

五

十

一

条

の

三

に

規

定

す

る

特

定

入

所

者

介

護

サ

ー

ビ

ス

費

及

び

同

法

第

六

十

一

条

の

三

に

規

定

す

る

特

定

入

所

者

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

費

の

支

給

を

受

け

る

に

際

し

て

、

介

護

保

険

負

担

限

度

額

の

認

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

に

つ

い

て

適

用

す

る

。 

３

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

- 1 -



        

東

京

都

北

区

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

移

動

等

の

円

滑

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。
 

   

令

和

七

年

七

月

三

十

一

日

 

  

東

京

都

北

区

長

 
 

山
 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

七

号

 

東

京

都

北

区

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

移

動

等

の

円

滑

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

東

京

都

北

区

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

移

動

等

の

円

滑

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

（

平

成

十

五

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

第

一

項

中

「

第

二

十

八

条

第

一

項

」

を

「

第

三

十

二

条

第

一

項

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

第

二

十

八

条

第

二

項

」

を

「

第

三

十

二

条

第

二

項

」

に

改

め

る

。

 

第

二

条

の

二

第

一

項

中

「

「

計

画

の

認

定

」

を

「

「

特

定

建

築

物

の

計

画

の

認

定

」

に

、

「

以

下

「

計

画

の

変

更

認

定

」

を

「

法

第

二

十

二

条

の

二

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

準

用

す

る

場

合

を

除

く

。

以

下

「

特

定

建

築

物

の

計

画

の

変

更

認

定

」

に

、

「

計

画

の

認

定

又

は

計

画

の

変

更

認

定

」

を

「

特

定

建

築

物

の

計

画

の

認

定

又

は

特

定

建

築

物

の

計

画

の

変

更

認

定

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

計

画

の

認

定

」

を

「

特

定

建

築

物

の

計

画

の

認

定

」

に

、

「

計

画

の

変

更

認

定

」

を

「

特

定

建

築

物

の

計

画

の

変

更

認

定

」

に

改

め

る

。
 

第

四

条

第

一

項

中

「

計

画

の

変

更

認

定

」

を

「

特

定

建

築

物

の

計

画

の

変

更

認

定

又

は

法

第

二

十

二

条

の

二

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

準

用

す

る

法

第

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

計

画

の

変

更

の

認

定

（

以

下

「

協

定

建

築

物

の

計

画

の

変

更

認

定

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

る

。

 

第

五

条

第

一

項

中

「

計

画

の

認

定

」

を

「

特

定

建

築

物

の

計

画

の

認

定

」

に

、

「

計

画

の

変

更

認

定

が

」

を

「

特

定

建

築

物

の

計

画

の

変

更

認

定

が

」

に

改

め

、

「

認

定

特

定

建

築

物

」

と

い

- 1 -



う

。

）

」

の

下

に

「

又

は

法

第

二

十

二

条

の

二

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

計

画

の

認

定

（

以

下

「

協

定

建

築

物

の

計

画

の

認

定

」

と

い

う

。

）

を

受

け

た

計

画

（

協

定

建

築

物

の

計

画

の

変

更

認

定

が

あ

つ

た

と

き

は

、

そ

の

変

更

後

の

も

の

）

に

係

る

協

定

建

築

物

（

以

下

「

認

定

協

定

建

築

物

」

と

い

う

。

）

」

を

、

「

認

定

建

築

主

等

」

と

い

う

。

）

」

の

下

に

「

又

は

協

定

建

築

物

の

計

画

の

認

定

を

受

け

た

者

（

以

下

「

認

定

協

定

建

築

主

等

」

と

い

う

。

）

」

を

、

「

、

認

定

建

築

主

等

」

及

び

「

新

た

に

認

定

建

築

主

等

」

の

下

に

「

又

は

認

定

協

定

建

築

主

等

」

を

加

え

、

同

条

第

二

項

中

「

認

定

建

築

主

等

」

の

下

に

「

又

は

認

定

協

定

建

築

主

等

」

を

加

え

る

。

 

第

六

条

の

見

出

し

中

「

認

定

特

定

建

築

物

」

の

下

に

「

又

は

認

定

協

定

建

築

物

」

を

加

え

、

同

条

中

「

又

は

維

持

保

全

の

状

況

に

つ

い

て

」

を

「

若

し

く

は

維

持

保

全

の

状

況

に

つ

い

て

」

に

、

「

は

、

認

定

特

定

建

築

物

」

を

「

又

は

法

第

五

十

三

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

協

定

建

築

物

の

建

築

等

若

し

く

は

維

持

保

全

の

状

況

に

つ

い

て

の

報

告

は

、

認

定

特

定

建

築

物

又

は

認

定

協

定

建

築

物

」

に

、

「

認

定

特

定

建

築

物

の

建

築

等

又

は

維

持

保

全

の

状

況

に

関

す

る

報

告

書

」

を

「

、

認

定

特

定

建

築

物

又

は

認

定

協

定

建

築

物

の

建

築

等

又

は

維

持

保

全

に

関

す

る

報

告

書

」

に

改

め

る

。

 

第

七

条

第

一

項

中

「

計

画

の

認

定

又

は

計

画

の

変

更

認

定

を

申

請

し

た

」

を

「

特

定

建

築

物

の

計

画

の

認

定

若

し

く

は

協

定

建

築

物

の

計

画

の

認

定

又

は

特

定

建

築

物

の

計

画

の

変

更

認

定

若

し

く

は

協

定

建

築

物

の

計

画

の

変

更

認

定

を

申

請

し

た

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

同

項

の

計

画

の

認

定

又

は

計

画

の

変

更

認

定

を

申

請

し

た

」

を

「

申

請

を

し

た

」

に

改

め

る

。

 

第

八

条

の

見

出

し

中

「

認

定

特

定

建

築

物

」

の

下

に

「

又

は

認

定

協

定

建

築

物

」

を

加

え

、

同

- 2 -



用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

 

条

第

一

項

中

「

認

定

建

築

主

等

」

の

下

に

「

又

は

認

定

協

定

建

築

主

等

」

を

、

「

認

定

特

定

建

築

物

」

の

下

に

「

又

は

認

定

協

定

建

築

物

」

を

加

え

、

「

計

画

の

変

更

認

定

」

を

「

特

定

建

築

物

の

計

画

の

変

更

認

定

又

は

協

定

建

築

物

の

計

画

の

変

更

認

定

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

計

画

の

変

更

認

定

」

を

「

特

定

建

築

物

の

計

画

の

変

更

認

定

又

は

協

定

建

築

物

の

計

画

の

変

更

認

定

」

に

改

め

、

「

認

定

建

築

主

等

」

の

下

に

「

又

は

認

定

協

定

建

築

主

等

」

を

加

え

る

。

 

別

記

第

一

号

様

式

中

「

 
 

 
 

 
 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

」

に

、

「

 
 

」

を

「

 
 

 

」

に

改

め

る

。

 

別

記

第

一

号

様

式

の

二

中

「

 
 

 
 

 
 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

」

に

、

「

 
 

」

を

「

 
 

 

」

に

改

め

る

。

 

別

記

第

四

号

様

式

中

「

 
 

 
 

 
 

」

の

次

に

「

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

を

加

え

、

「
 

 
 

 
 

 
 

 

」

を

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

 

に

改

め

る

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別

記

第

六

号

様

式

中

「

 
 

 
 

 
 

 

」

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に

、

 

 

「

 
 

 
 

 
 

 

」

を

「

 
 

 
 

」

に

、

 

第
2
8
条

第
１

項
 

第
3
2
条

第
１

項
 

含
む

 
含

む
。

 

第
2
8
条

第
２

項
 

第
3
2
条

第
２

項
 

含
む

 

含
む

。
 

第
1
8
条

第
２

項
 

（
同

法
第

2
2
条

の
２

第
５

項
に

お
い

て
準

 

同
法

第
1
7
条

第
３

項
 

同
法

 
第

1
7
条

第
３

項
 

第
2
2
条

の
２

第
４

項
 

認
定

特
定

建
築

物
 

「
認

定
特

定
建

築
物

 

 
 

認
定

協
定

建
築

物
」

 

の
状

況
に

関
す

る
 

に
関

す
る
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「

 
「

 
 

 
 

 
 

」

を

 
 

 
 

 
 

 
 

に

改

め

る

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

 
付

 
則

 

 

（

施

行

期

日

）
 

１

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

移

動

等

の

円

滑

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

別

記

第

一

号

様

式

、

第

一

号

様

式

の

二

及

び

第

六

号

様

式

に

よ

る

用

紙

で

、

現

に

残

存

す

る

も

の

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

第
5
3
条

第
４

項
 

第
5
3
条

 第
４

項
 

第
５

項
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東

京

都

北

区

公

共

の

場

所

に

お

け

る

客

引

き

行

為

等

の

防

止

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。
 

  

令

和

七

年

七

月

三

十

一

日

 

  

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

八

号

 

東

京

都

北

区

公

共

の

場

所

に

お

け

る

客

引

き

行

為

等

の

防

止

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

東

京

都

北

区

公

共

の

場

所

に

お

け

る

客

引

き

行

為

等

の

防

止

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

令

和

四

年

六

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

九

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 

（

報

告

の

求

め

）

 

第

九

条

の

二

 

条

例

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

報

告

を

さ

せ

る

と

き

は

、

当

該

報

告

を

さ

せ

る

者

に

対

し

、

報

告

の

求

め

（

別

記

第

八

号

様

式

の

二

）

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

別

記

第

八

号

様

式

の

次

に

次

の

一

様

式

を

加

え

る

。
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第８号様式の２（第９条の２関係） 
 

北  第  号 

年  月  日 
 

報 告 の 求 め 
 
 

住 所（法人にあっては、所在地） 

氏 名（法人にあっては、名称）      様 
 
 

東京都北区長      印 
 

 

あなたは、東京都北区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例（以下「条

例」という。）の規定に反し、下記１の行為を行ったため、条例第 13 条第１項の規定に

基づき、下記２の事項について、下記３のとおり報告を求めます。 

なお、この求めに対し、必要な報告をしなかった場合又は虚偽の報告をした場合には、

条例第 19 条第２号の規定に基づく過料の対象となります。 

 

記 

 

１ 違反行為 

  違反日時： 

  違反場所： 

  違反行為の内容： 

□ 条例第７条第１項（客引き行為等をした） 

□ 条例第７条第２項（客引き行為等をさせた） 

□ 条例第８条第１項（客引き行為等を用いた営業をした） 

２ 報告事項（□にレ点のある項目について報告すること） 

□ 違反者の氏名、住所、生年月日、職業及び電話番号 

□ 違反行為を委任又は命令した者の氏名、住所、生年月日、職業及び電話番号（法

人にあっては、その名称、所在地、代表者の氏名及び電話番号） 

□ 客引き行為等を用いた営業をした店舗の代表者の氏名、住所及び電話番号 

３ 報告方法及び報告期限 

(1) 報告事項を書面に取りまとめた上、記載事項を裏付ける資料（公的な身分証、商

業登記簿等の写し）を添付して、東京都北区危機管理室生活安全担当課に提出する

こと。 

(2) 報告期限は、  年  月  日（ ）までとする。 

なお、直接提出する際は、土日祝日を除く開庁時間内（午前８時 30 分から午後５

時 15 分まで）に提出すること。 

また、郵送する場合は、期限内に届くよう努めること。 

【郵送先】〒114-8508 東京都北区王子本町 1-15-22 危機管理室生活安全担当課 
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付

 

則

 

 
こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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